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阿賀野川の河川区域内における船舶（廃船・沈船等）

を対象にした看板を設置しました。

国土交通省阿賀野川河川事務所では、平成１８年度に不法係留対策と

して「係留禁止」看板を設置し注意喚起を行い。また 不法係留船の数量、

係留場所、所有者等 の調査を行ってまいりました。

このたび具体的な対策の第一段階として、所有者不明の廃船・沈船 等

廃棄物と判断出来るものについて、別紙のような「告知看板」を約１ヶ

（ 、 ）月間設置 設置日：平成２１年５月２９日 期限：平成２１年６月２８日

し、その後 回収・処理することとします。

今回対象船舶等（９隻）

河川名 左岸・右岸 距離標 地 先 名 備 考

１ 阿賀野川 左 岸 ＋ 新潟市東区津島屋1.2k 20

２ 〃 〃 ＋ 〃1.4k 68

３ 〃 〃 ＋ 〃1.4k 70

４ 〃 〃 ＋ 〃1.4k 88

５ 〃 〃 ＋ 〃 係留施設等を含む3k 35

６ 〃 〃 ＋ 〃 〃3k 45

７ 〃 〃 ＋ 〃 〃3k 45

８ 〃 〃 ＋ 〃 〃3k 55

９ 〃 〃 ＋ 新潟市江南区小杉9.4k 100

担当 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 占用調整課

電 話 ０２５０－２２－２２１１
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(ござれや阿賀橋)

（　１　隻　）

○阿賀野川大橋

（　３　隻　）

泰平橋

白新線鉄橋  
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　○ （　１　隻　）

         看板設置位置（新潟市江南区小杉地先）

（新潟市東区津島屋地先）

  看板設置位置（新潟市東区津島屋地先）

看板設置位置（新潟市東区津島屋地先）

　　　　　看板（係留施設等あるもの）設置位置

（　４　隻　、係留施設等　）


